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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導光部材と、
　前記導光部材の第１面側に位置する表示部と、
　前記導光部材の端部近傍に位置する光源部と、
　前記導光部材の第２面側に位置する筐体と、
　前記導光部材と前記筐体との間に位置し、前記光源部と接触する第１放熱部材と、
　前記筐体の前記導光部材が位置する面側とは反対の面側に位置するカバー部材とを備え
、
　前記第１放熱部材は、前記第２面における、前記光源部が位置する端部近傍の部分に接
触する第１接触部と、前記第２面における、前記導光部材の前記光源部が位置する端部近
傍の部分と離間した部分に接触する第２接触部と、前記第１接触部と前記第２接触部との
間に位置し、前記筐体に接触する第３接触部と、を含み、
　前記第３接触部と前記第２面との間には、空隙部を有する、表示装置。
【請求項２】
　前記光源部は、前記第１放熱部材に取り付けられており、
　前記光源部が取り付けられた前記第１放熱部材は、前記筐体のカバー部材が位置する面
側から見て、前記筐体の前記カバー部材から外部に露出された領域と対応する領域に位置
している、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
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　前記第３接触部は、前記筐体と面接触するように配置され、
　前記筐体は、矩形状に形成されているとともに、外周部近傍が前記カバー部材から外部
に露出するように設けられており、
　前記第３接触部と、前記筐体とが面接触している領域は、前記矩形状に形成された前記
筐体の外周部を構成する１つの辺の近傍で、かつ、前記１つの辺に沿って延びるように配
置されている、請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記光源部は、前記筐体の外周部を構成する１つの辺に沿って複数の光源が配列されて
構成されており、
　前記第１接触部または前記第２接触部は、前記複数の光源の配列方向に略平行に延びて
いる、請求項１～３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第１接触部または前記第２接触部は、前記光源部の略中央領域から前記複数の光源
の配列方向における一方方向および他方方向に延びている、請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記複数の光源の配列方向において、前記第３接触部の長さは前記光源部の長さよりも
小さい、請求項４または５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第１放熱部材は、前記筐体に接触するとともに、ネジ部材が取り付けられる第４接
触部を有しており、
　前記筐体は、前記第４接触部に向かって窪むとともに、前記ネジ部材が取り付けられる
凹部を有しており、
　前記第４接触部と前記凹部とは、面接触した状態で前記ネジ部材により固定されている
、請求項１～６のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記筐体の前記カバー部材により覆われた部分に取り付けられた回路基板と、
　前記回路基板と前記筐体とに接触する第２放熱部材とをさらに備える、請求項１～７の
いずれか１項に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記第１放熱部材および前記筐体は、金属製である、請求項１～８のいずれか１項に記
載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、表示装置に関し、特に、光源から発生した熱を放熱するための放熱部材を
備える表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光源から発生した熱を放熱するための放熱部材を備える表示装置が知られている
（たとえば、特許文献１参照）。
【０００３】
　上記特許文献１には、液晶パネルと、液晶パネルの後方に配置された導光板と、導光板
の側方に配置されたＬＥＤ（光源）と、導光板の後方に配置された反射シートと、ＬＥＤ
および反射シートの後方に配置されたバックケース（放熱部材）と、バックケースの後方
に配置されるとともに後部筐体として機能するヒートシンクとを備えた液晶表示装置が開
示されている。この液晶表示装置では、バックケースは、ＬＥＤおよび反射シートに接触
した状態で、ＬＥＤおよび反射シートが配置される領域全体を覆うように配置されている
。また、バックケースの後方に配置されたヒートシンク（後部筐体）は、バックケースが
配置される領域全体を覆うように配置されている。すなわち、上記液晶表示装置では、Ｌ
ＥＤおよび反射シートを覆うバックケースは、後方から見て、ヒートシンク（後部筐体）
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が配置される領域と略等しい領域に配置されている。そして、上記液晶表示装置は、通常
の使用状態において、ＬＥＤから発生する熱がバックケースを介してヒートシンク（後部
筐体）から放熱されるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１３０４１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の液晶表示装置では、ＬＥＤから発生した熱を放
熱するバックケース（放熱部材）が後方から見て、ヒートシンク（後部筐体）が配置され
る領域と略等しい領域に配置されているため、バックケースが配置される領域の面積が大
きくなるという問題点がある。
【０００６】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、光源からの熱を良好に放熱しながら、放熱部材が配置される領域の面積を小さ
くすることが可能な表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明の一の局面による表示装置は、導光部材と、導光部材の第１面側に位置する表
示部と、導光部材の端部近傍に位置する光源部と、導光部材の第２面側に位置する筐体と
、導光部材と筐体との間に位置し、光源部と接触する第１放熱部材と、筐体の導光部材が
位置する面側とは反対の面側に位置するカバー部材とを備え、第１放熱部材は、第２面に
おける、光源部が位置する端部近傍の部分に接触する第１接触部と、第２面における、導
光部材の光源部が位置する端部近傍の部分と離間した部分に接触する第２接触部と、第１
接触部と第２接触部との間に位置し、筐体に接触する第３接触部と、を含み、第３接触部
と第２面との間には、空隙部を有する。
【０００９】
　上記一の局面による表示装置において、好ましくは、光源部は、第１放熱部材に取り付
けられており、光源部が取り付けられた第１放熱部材は、筐体のカバー部材が位置する面
側から見て、筐体のカバー部材から外部に露出された領域と対応する領域に位置している
。このように構成すれば、第１放熱部材に取り付けられた光源部と、筐体の外部に露出さ
れた領域との距離を比較的短くすることができるので、光源部から発生した熱を迅速に第
１放熱部材を介して筐体の外部に露出された領域から放熱させることができる。
【００１０】
　上記一の局面による表示装置において、好ましくは、第３接触部は、筐体と面接触する
ように配置され、筐体は、矩形状に形成されているとともに、外周部近傍がカバー部材か
ら外部に露出するように設けられており、第３接触部と、筐体とが面接触している領域は
、矩形状に形成された筐体の外周部を構成する１つの辺の近傍で、かつ、１つの辺に沿っ
て延びるように配置されている。このように構成すれば、第１放熱部材の筐体側の表面が
筐体の内面と点接触または線接触するように配置される場合と比べて、放熱をより効果的
に行うことができる。また、このように構成すれば、第１放熱部材と筐体の内面との面接
触している領域が１つの辺に沿って延びるように配置されている分、放熱面積を大きくす
ることができるので、放熱をより効果的に行うことができる。
【００１２】
　上記一の局面による表示装置において、好ましくは、光源部は、筐体の外周部を構成す
る１つの辺に沿って複数の光源が配列されて構成されており、第１接触部または第２接触
部は、複数の光源の配列方向に略平行に延びている。また、上記１つの辺に沿って複数の
光源が配置される構成において、好ましくは、第１接触部または第２接触部は、光源部の
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略中央領域から複数の光源の配列方向における一方方向および他方方向に延びている。ま
た、上記１つの辺に沿って複数の光源が配置される構成において、好ましくは、複数の光
源の配列方向において、第３接触部の長さは光源部の長さよりも小さい。
【００１３】
　上記一の局面による表示装置において、好ましくは、第１放熱部材は、筐体に接触する
とともに、ネジ部材が取り付けられる第４接触部を有しており、筐体は、第４接触部に向
かって窪むとともに、ネジ部材が取り付けられる凹部を有しており、第４接触部と凹部と
は、面接触した状態で前記ネジ部材により固定されている。このように構成すれば、ネジ
部材により、第１放熱部材の第４接触部の表面と筐体の凹部の第１放熱部材側の表面とを
面接触した状態で互いに圧接することができるので、より熱が伝わり易くなり、その結果
、放熱をより効果的に行うことができる。
【００１５】
　上記一の局面による表示装置において、好ましくは、筐体のカバー部材により覆われた
部分に取り付けられた回路基板と、回路基板と筐体とに接触する第２放熱部材とをさらに
備える。このように構成すれば、回路基板がカバー部材により覆われた場合でも、第２放
熱部材を介して筐体の外部に露出された領域から容易に放熱させることができる。
【００１７】
　上記一の局面による表示装置において、好ましくは、第１放熱部材および筐体は、金属
製である。このように構成すれば、光源または発熱素子から発生した熱を伝え易くするこ
とができるので、放熱効率を向上させることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、上記のように、光源部からの熱を良好に放熱しながら、第１放熱部材
が配置される領域の面積を小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態による液晶テレビジョン装置を前側から見た全体斜視図であ
る。
【図２】本発明の一実施形態による液晶テレビジョン装置を後ろ側から見た全体斜視図で
ある。
【図３】本発明の一実施形態による液晶テレビジョン装置の背面図（後面図）である。
【図４】本発明の一実施形態による液晶テレビジョン装置の分解斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態による液晶テレビジョン装置のブロック図である。
【図６】本発明の一実施形態による液晶テレビジョン装置のヒートシンク、反射シートお
よび反射シートホルダを示す背面図（後面図）である。
【図７】図３の２００－２００線に沿った断面斜視図である。
【図８】図３の２００－２００線に沿った断面図である。
【図９】図３の３００－３００線に沿った断面図である。
【図１０】本発明の一実施形態による液晶テレビジョン装置の回路基板が取り付けられた
リアフレームを示す背面図（後面図）である。
【図１１】図３の４００－４００線に沿った断面斜視図である。
【図１２】図３の４００－４００線に沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２３】
　図１～図１２を参照して、本発明の一実施形態による液晶テレビジョン装置１００の構
成について説明する。なお、液晶テレビジョン装置１００は、本発明の「表示装置」の一
例である。
【００２４】
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　本発明の一実施形態による液晶テレビジョン装置１００は、図１および図２に示すよう
に、矩形形状を有するとともに、枠状の前部筐体１と、前部筐体１に収納された液晶セル
２と、液晶テレビジョン装置１００全体を支持するスタンド部材３とを備えている。また
、前部筐体１およびスタンド部材３は、共に樹脂製である。
【００２５】
　また、図２および図３に示すように、前部筐体１の後面側（矢印Ｙ２方向側）には、板
金（ＳＥＣＣ：電気亜鉛めっき鋼板）からなる金属製の後部筐体４が配置されている。ま
た、後部筐体４は、図３に示すように、後方から見て、矩形形状を有しているとともに、
前部筐体１よりも小さく形成されている。
【００２６】
　また、金属製の後部筐体４の裏面側には、樹脂製のカバー部材５が取り付けられている
。このカバー部材５は、後方から見て、矩形形状を有しているとともに、前部筐体１およ
び後部筐体４よりも小さく形成されている。
【００２７】
　また、カバー部材５は、後面から見て、後部筐体４の後面（背面）の外周部近傍が逆Ｕ
字形状に露出するように後部筐体４の後面を覆っている。また、後部筐体４の外部に露出
された領域４０１は、ＬＥＤ光源６ａおよび回路基板８の発熱素子８１（図４参照）から
発生する熱を外部に放熱する放熱部として機能するように構成されている。
【００２８】
　また、図３および図４に示すように、後部筐体４の裏面側のカバー部材５が取り付けら
れている領域４０２には、装置全体に電力を供給する機能を有する回路基板７と、信号処
理を行う回路基板８とがＸ方向に所定の間隔を隔てて並べて取り付けられている。なお、
回路基板８には、通常の使用状態において、熱が発生するＩＣなどの発熱素子８１が取り
付けられている。
【００２９】
　また、後部筐体４の後面（矢印Ｙ２方向側の表面）のうち回路基板８の発熱素子８１に
対応する領域には、カバー部材５の内面に向かって突出するサーマルパッド取付部４１が
形成されている。また、後部筐体４のサーマルパッド取付部４１と、回路基板８の発熱素
子８１との間には、発熱素子８１から発生した熱を後部筐体４側に放熱させるためのサー
マルパッド８２が配置されている。なお、サーマルパッド８２は、本発明の「第２放熱部
材」の一例である。また、サーマルパッド８２は、シリコーンポリマーとセラミックとの
混合材などからなる。
【００３０】
　また、後部筐体４の前方（矢印Ｙ１方向側）には、板金（ＳＥＣＣ）からなる反射シー
トホルダ９ａと、反射シートホルダ９ｂと、反射シートホルダ９ｃと、板金（ＳＥＣＣ）
からなる１つのヒートシンク１０とが配置されている。また、反射シートホルダ９ａ、９
ｂ、９ｃおよびヒートシンク１０の前方（矢印Ｙ１方向）には、反射シート１１、導光板
１２、光拡散シート１３、レンズシート１４、枠状の樹脂フレーム１５、液晶セル２を駆
動させる液晶セル駆動用基板２ａが取り付けられた液晶セル２、および、４つのベゼル１
６が配置されている。なお、ヒートシンク１０は、本発明の「第１放熱部材」の一例であ
る。
【００３１】
　また、図８および図９に示すように、導光板１２の側方には、複数のＬＥＤから構成さ
れるバックライト用のＬＥＤ光源６ａが配置されている。なお、ＬＥＤ光源６ａは、液晶
テレビジョン装置１００の通常の使用状態において熱が発生する。また、ＬＥＤ光源６ａ
は、ＬＥＤ基板６ｂの矢印Ｘ１方向側の表面に取り付けられている。また、ＬＥＤ基板６
ｂの矢印Ｘ２方向側の表面（ＬＥＤ光源６ａが取り付けられている面とは反対側の面）は
、放熱テープ（シート）６ｃを介して、ヒートシンク１０の矢印Ｘ１方向側の表面に取り
付けられている。
【００３２】
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　また、図４に示すように、ヒートシンク１０には、反射シートホルダ９ａおよび反射シ
ートホルダ９ｂを取り付けるためのネジ挿入穴１０ａが形成されている。また、反射シー
トホルダ９ａおよび反射シートホルダ９ｂの左端には、それぞれ、ヒートシンク１０を取
り付けるためのヒートシンク取付用ネジ穴９１ａおよびヒートシンク取付用ネジ穴９１ｂ
が形成されている。また、ネジ３０がヒートシンク１０のネジ挿入穴１０ａを介して、反
射シートホルダ９ａのヒートシンク取付用ネジ穴９１ａおよび反射シートホルダ９ｂのヒ
ートシンク取付用ネジ穴９１ｂに取り付けられることにより、ヒートシンク１０と、反射
シートホルダ９ａおよび反射シートホルダ９ｂとが固定されている。
【００３３】
　また、ヒートシンク１０の上端部および下端部には、それぞれ、ベゼル１６を取り付け
るためのネジ挿入穴１０ｂが形成されている。また、図６に示すように、反射シートホル
ダ９ａの右端および左端には、それぞれ、ベゼル１６を取り付けるためのベゼル取付用ネ
ジ穴９３ａが形成されているとともに、反射シートホルダ９ｂの右端および左端には、そ
れぞれ、ベゼル１６を取り付けるためのベゼル取付用ネジ穴９３ｂが形成されている。ま
た、図４に示すように、ベゼル１６には、ネジ３０を取り付けるためのネジ挿入穴１６ａ
が形成されている。また、ネジ３０がベゼル１６のネジ挿入穴１６ａおよびヒートシンク
１０のネジ挿入穴１０ｂを介して、反射シートホルダ９ａおよび反射シートホルダ９ｂの
左端にそれぞれ形成されたベゼル取付用ネジ穴９３ａおよびベゼル取付用ネジ穴９３ｂに
取り付けられることにより、ベゼル１６と、ヒートシンク１０と、反射シートホルダ９ａ
と、反射シートホルダ９ｂとが固定される。
【００３４】
　また、後部筐体４の後面（底面）には、回路基板７および回路基板８の各々を取り付け
るための複数の基板取付部４２が形成されている。また、複数の基板取付部４２の各々は
、カバー部材５に向かって突出するように形成されている。また、複数の基板取付部４２
の各々には、基板取付用ネジ穴４ａが形成されている。また、図１２に示すように、後部
筐体４の基板取付部４２の高さＨ１は、後部筐体４のサーマルパッド取付部４１の高さＨ
２よりも大きく形成されている。また、図４に示すように、回路基板７の外縁部には、ネ
ジ３０を挿入するための複数のネジ挿入穴７ａが形成されており、複数のネジ３０の各々
が回路基板７のネジ挿入穴７ａを介して後部筐体４の複数の基板取付用ネジ穴４ａに取り
付けられることにより、回路基板７が後部筐体４に対して固定されている。
【００３５】
　また、回路基板８の外縁部には、ネジ３０を挿入するための複数のネジ挿入穴８ａが形
成されており、複数のネジ３０の各々が回路基板８のネジ挿入穴８ａを介して後部筐体４
の複数の基板取付用ネジ穴４ａに取り付けられることにより、回路基板８が後部筐体４に
対して固定されている。
【００３６】
　また、後部筐体４の後面には、外縁部に沿って、複数のネジ挿入穴４ｂが形成されてお
り、複数のネジ３０の各々が後部筐体４のネジ挿入穴４ｂを介して前部筐体１の複数の後
部筐体取付用ネジ穴１ａに取り付けられることにより、後部筐体４が前部筐体１に対して
固定されている。
【００３７】
　また、後部筐体４の後面には、カバー部材５を取り付けるための複数のカバー部材取付
用ネジ穴４ｃが形成されている。また、カバー部材５には、複数のネジ挿入穴５ａが形成
されている。また、複数のネジ３０の各々がカバー部材５の複数のネジ挿入穴５ａを介し
て、後部筐体４のカバー部材取付用ネジ穴４ｃに取り付けられることにより、カバー部材
５が後部筐体４に対して取り付けられている。なお、後面から見て、カバー部材５の左上
のネジ挿入穴５ａに取り付けられたネジ３０は、回路基板７の左上のネジ挿入穴７ａを介
して、後部筐体４の左上の基板取付用ネジ穴４ａに取り付けられている。
【００３８】
　また、後部筐体４の後面に形成されたカバー部材取付用ネジ穴４ｃのうちの下方に形成
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されたカバー部材取付用ネジ穴４ｃには、スピーカ取付部材１７を挟み込むようにして、
ネジ３０によりカバー部材５が取り付けられている。また、スピーカ取付部材１７には、
２つのスピーカ１８が取り付けられている。また、カバー部材５は、回路基板７および回
路基板８と、２つのスピーカ１８が取り付けられたスピーカ取付部材１７とを後方から覆
うように取り付けられている。
【００３９】
　また、後部筐体４に取り付けられた信号処理用の回路基板８は、テレビジョン放送を受
信可能な受信部（チューナー）１９を有している。また、図５に示すように、液晶テレビ
ジョン装置１００では、受信部１９は、液晶セル２およびスピーカ１８と接続されており
、アンテナ２００により受信されたテレビジョン放送信号（映像信号および音声信号）の
うち映像信号を液晶セル２に出力するとともに、音声信号をスピーカ１８に出力するよう
に構成されている。
【００４０】
　また、図３および図６に示すように、反射シートホルダ９ａ、反射シートホルダ９ｂお
よび反射シートホルダ９ｃは、それぞれ、後面から見て、前部筐体１の外周部の矢印Ｚ１
方向、矢印Ｚ２方向および矢印Ｘ１方向の辺の近傍に配置されている。また、３つの反射
シートホルダ９ａ、反射シートホルダ９ｂおよび反射シートホルダ９ｃと、１つのヒート
シンク１０とにより、反射シート１１の４辺を導光板１２側に押さえる機能を有している
。また、前部筐体１の矢印Ｚ１方向側の辺の近傍に配置された反射シートホルダ９ａの後
面には、液晶セル２を駆動させるための液晶セル駆動用基板２ａが取り付けられている。
【００４１】
　ここで、本実施形態では、図３および図６に示すように、１つのヒートシンク１０は、
後面から見て、矩形状の前部筐体１（後部筐体４）の矢印Ｘ２方向の辺の近傍で、かつ、
Ｚ方向（前部筐体１（後部筐体４）の短辺方向）の辺に沿って延びるように配置されてい
る。また、ヒートシンク１０は、後面から見て、後部筐体４のカバー部材５から外部に露
出された領域４０１と対応する領域（外部に露出された領域４０１のうち矢印Ｘ２方向側
の領域）に配置されている。
【００４２】
　また、図６に示すように、ヒートシンク１０は、後部筐体４に向かって突出する１つの
第１凸部１０ｃと、第１凸部１０ｃを挟むようにＺ方向に所定の間隔を隔てて形成された
２つの第２凸部１０ｄとを有している。
【００４３】
　また、図７および図８に示すように、ヒートシンク１０の第１凸部１０ｃの外表面１０
１は、平坦面状に形成されているとともに、後部筐体４の内面４０３と面接触するように
配置されている。また、ヒートシンク１０の平坦面状の第１凸部１０ｃの外表面１０１と
、後部筐体４の内面４０３とが面接触している領域（図７および図１０の斜線部分）は、
後部筐体４の矢印Ｘ２方向側の辺の近傍で、かつ、Ｚ方向（後部筐体４の短辺方向）に延
びるように配置されている。また、ＬＥＤ光源６ａから発生した熱は、図８に示す放熱経
路Ａのように、ヒートシンク１０を介して、後部筐体４の外部に露出された領域４０１か
ら放熱される。
【００４４】
　また、図８および図９に示すように、ヒートシンク１０の第２凸部１０ｄの高さＨ３は
、第１凸部１０ｃの高さＨ４よりも小さく形成されている。また、図９に示すように、ヒ
ートシンク１０の第２凸部１０ｄの表面１０２は、平坦面状に形成されている。また、本
実施形態では、第２凸部１０ｄの表面１０２には、後部筐体４を取り付けるための後部筐
体取付用ネジ穴１０ｅが形成されている。また、ヒートシンク１０の第２凸部１０ｄの後
部筐体取付用ネジ穴１０ｅに対応する後部筐体４の部分には、ヒートシンク１０の第２凸
部１０ｄに向かって窪んだ凹部４ｄが形成されている。また、後部筐体４の凹部４ｄには
、ネジ３０を取り付けるためのネジ挿入穴４ｅが形成されている。また、ネジ３０が後部
筐体４のネジ挿入穴４ｅを介してヒートシンク１０の第２凸部１０ｄの後部筐体取付用ネ
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ジ穴１０ｅに取り付けられることにより、後部筐体４の凹部４ｄの矢印Ｙ１方向側の表面
４０４と、ヒートシンク１０の第２凸部１０ｄの矢印Ｙ２方向側の表面１０２とが面接触
した状態で固定（圧接）されている。また、ＬＥＤ光源６ａから発生した熱は、図９に示
す放熱経路Ｂのように、ヒートシンク１０を介して、ネジ３０および後部筐体４の外部に
露出された領域４０１から放熱される。
【００４５】
　また、図６に示すように、反射シートホルダ９ｃには、反射シートホルダ９ａおよび反
射シートホルダ９ｂを取り付けるためのネジ挿入穴９１ｃが形成されている。また、反射
シートホルダ９ａおよび反射シートホルダ９ｂの右端には、それぞれ、反射シートホルダ
９ｃを取り付けるための反射シートホルダ取付用ネジ穴９２ａおよび反射シートホルダ取
付用ネジ穴９２ｂが形成されている。また、ネジ３０が反射シートホルダ９ｃのネジ挿入
穴９１ｃを介して、反射シートホルダ９ａの反射シートホルダ取付用ネジ穴９２ａおよび
反射シートホルダ９ｂの反射シートホルダ取付用ネジ穴９２ｂに取り付けられることによ
り、反射シートホルダ９ａおよび反射シートホルダ９ｂと、反射シートホルダ９ｃとが固
定されている。
【００４６】
　また、図４および図６に示すように、反射シートホルダ９ｃの上端部および下端部には
、それぞれ、ベゼル１６を取り付けるためのネジ挿入穴９２ｃが形成されている。また、
ネジ３０がベゼル１６のネジ挿入穴１６ａおよび反射シートホルダ９ｃの上端部のネジ挿
入穴９２ｃを介して、反射シートホルダ９ａの右端に形成されたベゼル取付用ネジ穴９３
ａに取り付けられるとともに、ネジ３０がベゼル１６のネジ挿入穴１６ａおよび反射シー
トホルダ９ｃの下端部のネジ挿入穴９２ｃを介して、反射シートホルダ９ｂの右端に形成
されたベゼル取付用ネジ穴９３ｂに取り付けられることにより、ベゼル１６と、反射シー
トホルダ９ａと、反射シートホルダ９ｂと、反射シートホルダ９ｃとが固定される。
【００４７】
　また、図１０に示すように、回路基板８に取り付けられた発熱素子８１は、後部筐体４
の後面のうちカバー部材５により覆われる領域４０２に取り付けられている。また、回路
基板８と後部筐体４との間に配置されたサーマルパッド８２は、後面から見て、回路基板
８の発熱素子８１に重なるように配置されている。また、サーマルパッド８２は、後面か
ら見て、発熱素子８１よりも小さく形成されている。
【００４８】
　また、図１１および図１２に示すように、後部筐体４のサーマルパッド取付部４１の後
面（矢印Ｙ２方向側の表面）４１ａは、平坦面形状を有している。また、後部筐体４のサ
ーマルパッド取付部４１の後面４１ａは、サーマルパッド８２の前面（矢印Ｙ１方向側の
表面）８２ａと面接触するように構成されている。また、サーマルパッド８２の後面（矢
印Ｙ２方向側の表面）８２ｂは、回路基板８の前面（矢印Ｙ１方向側の表面）８０と面接
触するように配置されている。また、回路基板８に取り付けられた発熱素子８１から発生
した熱は、図１１に示す放熱経路Ｃのように、サーマルパッド８２および後部筐体４のサ
ーマルパッド取付部４１を介して、後部筐体４の外部に露出された領域４０１から放熱さ
れる。
【００４９】
　本実施形態では、上記のように、ヒートシンク１０を、後面側から見て、後部筐体４の
カバー部材５から外部に露出された領域４０１と対応する領域に配置することによって、
ヒートシンク１０を、後面から見て、後部筐体４のカバー部材５により覆われた領域４０
２に配置する場合と異なり、ＬＥＤ光源６ａからの熱をヒートシンク１０を介して後部筐
体４の外部に露出された領域４０１から良好に放熱させることができる。また、たとえば
、ヒートシンク１０を後部筐体４が配置される領域と略等しい領域に配置する場合と異な
り、ヒートシンク１０が配置される領域の面積を小さくすることができる。これらにより
、ＬＥＤ光源６ａからの熱を良好に放熱しながら、ヒートシンク１０が配置される領域の
面積を小さくすることができる。
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【００５０】
　また、本実施形態では、上記のように、ＬＥＤ光源６ａが取り付けられたヒートシンク
１０を、後部筐体４の後面側から見て、後部筐体４のカバー部材５から外部に露出された
領域４０１と対応する領域に配置することによって、ヒートシンク１０に取り付けられた
ＬＥＤ光源６ａと、後部筐体４の外部に露出された領域４０１との距離を比較的短くする
ことができるので、ＬＥＤ光源６ａから発生した熱を迅速にヒートシンク１０を介して後
部筐体４の外部に露出された領域４０１から放熱させることができる。
【００５１】
　また、本実施形態では、上記のように、ヒートシンク１０の後部筐体４側の表面１０１
を、後部筐体４の内面４０３（４０４）と面接触するように配置することによって、ヒー
トシンク１０の後部筐体４側の表面１０１が後部筐体４の内面と点接触または線接触する
ように配置される場合と比べて、放熱をより効果的に行うことができる。
【００５２】
　また、本実施形態では、上記のように、ヒートシンク１０の第１凸部１０ｃの表面１０
１と、後部筐体４の内面４０３とが面接触している領域を、矩形状に形成された後部筐体
４の外周部を構成する１つの辺の近傍で、かつ、１つの辺に沿って延びるように配置する
ことによって、ヒートシンク１０の第１凸部１０ｃの表面１０１と後部筐体４の内面４０
３との面接触している領域が１つの辺に沿って延びるように配置されている分、放熱面積
を大きくすることができるので、放熱をより効果的に行うことができる。
【００５３】
　また、本実施形態では、上記のように、ヒートシンク１０のネジ３０が取り付けられる
第２凸部１０ｄの表面１０２と、後部筐体４のネジ３０が取り付けられる凹部４ｄのヒー
トシンク１０側の表面４０４とを、面接触した状態でネジ３０により固定することによっ
て、ネジ３０により、ヒートシンク１０の第２凸部１０ｄの表面１０２と後部筐体４の凹
部４ｄのヒートシンク１０側の表面４０４とを面接触した状態で互いに圧接することがで
きるので、より熱が伝わり易くなり、その結果、放熱をより効果的に行うことができる。
【００５４】
　また、本実施形態では、上記のように、バックライト用のＬＥＤ光源６ａを設けること
によって、バックライト用のＬＥＤ光源６ａから発生した熱をヒートシンク１０を介して
後部筐体４の外部に露出された領域４０１から良好に放熱させることができる。
【００５５】
　また、本実施形態では、上記のように、回路基板８の発熱素子８１から発生した熱を後
部筐体４に放熱するためのサーマルパッド８２を設けることによって、発熱素子８１が取
り付けられた回路基板８がカバー部材５により覆われた場合でも、発熱素子８１から発生
した熱をサーマルパッド８２を介して後部筐体４の外部に露出された領域４０１から容易
に放熱させることができる。
【００５６】
　また、本実施形態では、上記のように、カバー部材５により覆われた回路基板８の発熱
素子８１から発生した熱が、サーマルパッド８２および後部筐体４のサーマルパッド取付
部４１を介して、後部筐体４の外部に露出された領域４０１から間接的に放熱されること
によって、後部筐体４に形成されたサーマルパッド取付部４１の高さ分、サーマルパッド
８２の厚みを小さくすることができるとともに、発熱素子８１から発生した熱がサーマル
パッド８２および後部筐体４のサーマルパッド取付部４１を介して、後部筐体４の外部に
露出された領域４０１から間接的に放熱されるので、発熱素子８１から発生した熱を容易
に放熱させることができる。
【００５７】
　また、本実施形態では、上記のように、金属製のヒートシンク１０および後部筐体４を
設けることによって、ＬＥＤ光源６ａまたは発熱素子８１から発生した熱を伝え易くする
ことができるので、放熱効率を向上させることができる。
【００５８】
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　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００５９】
　たとえば、上記実施形態では、本発明の表示装置（テレビジョン装置）の一例として液
晶テレビジョン装置に本発明を適用する例を示したが、本発明はこれに限られない。たと
えば、テレビジョン装置以外のパーソナルコンピュータのモニタなどの他の表示装置や液
晶テレビジョン装置以外のテレビジョン装置にも本発明を適用可能である。
【００６０】
　また、上記実施形態では、光源から発生した熱を放熱するためのヒートシンクを後部筐
体のＺ方向（後部筐体の短辺方向）に沿って延びるように配置する例を示したが、本発明
はこれに限られない。たとえば、ヒートシンクを後面から見て後部筐体のカバー部材から
外部に露出された領域と対応する領域に配置されていれば、後部筐体の長辺方向に沿って
延びるようにヒートシンクを配置してもよい。
【００６１】
　また、上記実施形態では、ヒートシンクを後部筐体の外周部の１つの辺に沿って延びる
ように配置する例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、ヒートシンクを後
面から見て後部筐体のカバー部材から外部に露出された領域と対応する領域に配置されて
いれば、ヒートシンクを後部筐体の外周部の２つ、３つまたは４つの辺に沿って延びるよ
うに配置してもよい。この場合でも、ヒートシンクを後部筐体の全面に設ける場合と比べ
て、ヒートシンクが配置される領域の面積を小さくすることが可能である。また、ヒート
シンクを後部筐体の外周部の１つの辺に沿って配置する場合と比べて、放熱をより効果的
に行うことが可能である。
【００６２】
　また、上記実施形態では、板金（ＳＥＣＣ）からなる金属製のヒートシンクおよび後部
筐体を用いる例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、ＬＥＤ光源または発
熱素子から発生する熱を放熱することが可能であれば、板金（ＳＥＣＣ）以外にアルミな
どの材料からなるヒートシンクまたは後部筐体を用いてもよい。
【００６３】
　また、上記実施形態では、本発明の第２放熱部材の一例として、シリコーンポリマーと
セラミックとの混合材などからなるサーマルパッドを適用する例を示したが、本発明はこ
れに限られない。たとえば、回路基板に取り付けられた発熱素子から発生した熱を放熱す
ることが可能であれば、シリコーンポリマーとセラミックとの混合材などからなるサーマ
ルパッド以外の放熱部材を用いてもよい。
【符号の説明】
【００６４】
　５　カバー部材
　６ａ　ＬＥＤ光源（光源）
　８　回路基板
　１０　ヒートシンク（第１放熱部材）
　１０ｃ　第１凸部
　１０ｄ　第２凸部
　１９　受信部
　３０　ネジ（ネジ部材）
　４１　サーマルパッド取付部
　８１　発熱素子
　８２　サーマルパッド（第２放熱部材）
　１００　液晶テレビジョン装置（表示装置）
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